
任用要件および賃金体系 

 注 「任用要件」欄に記載の勤続年数又は資格、研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。 

 

研修計画 

 ・ 個別のキャリアプランに基づく研修計画を作成し、法定研修およびその他研修をオンラインにて随時受講。 

職位・役職 職責 任用要件 給与 

（常勤・月給） 

給与 

（非常勤・時給） 

上級 

（管理者） 

高度な業務の遂行 

主任への指導・助言 

勤続 10 年以上 

高度な介護技術または介護保

険知識またはその両方を有する 

（基本給）250,000 円～ 

（資格手当）3,000 円～ 

（役職手当）30,000 円～ 

（職務手当）30,000 円～ 

該当なし 

中級 

（主任） 

通常の介護業務 

一般職員への指導・助

言 

勤続 5 年以上 

介護福祉士資格 

指導・助言を行うに足る介護技

術または介護知識またはその両

方を有する事 

（基本給）200,000 円～ 

（資格手当）3,000 円～ 

（役職手当）30,000 円～ 

（基本給）1,200 円/時 

（資格手当）30 円～ 

 

初級 

（一般職員） 

通常の介護業務 入社時～ （基本給）172,000 円～ 

（資格手当）3,000 円～ 

 

（基本給）1,020 円/時 

（資格手当）30 円～ 

 


